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重要事項説明書 

（要介護者用） 

 

通所介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項

等の重要事項について次の通り説明します。 

 

１．設置者（法人）の概要 

名 称 社会福祉法人 松籟会(しょうらいかい) 

所 在 地 〒905-0006 沖縄県名護市宇茂佐１８７３番地の１ 

代表者（職名／氏名） 理事長／仲兼久 文政（なかがねく ふみまさ） 

設 立 年 月 日 昭和５６年３月１日 

電 話 ／ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０９８０）５３－１９３４／５３－７４７２ 

 

２．事業者（事業所）の概要 

名 称 かりゆしぬ村デイサービス アンジェラ 

所 在 地 
〒905-0006 沖縄県名護市宇茂佐１７０５番地１－

２Ｆ 

電 話 ／ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （０９８０）５３－０１８３／５４－０８０１ 

指定年月日／事業所番号 
(県)令和５年１０月２５日／第４７７０９００６９

６号 

開 設 年 月 日 令和５年１１月１日※変更年月日 

実施単位／利用定員（規模） １単位／２５名（通常規模） 

実 施 地 域 名護市全域 

併 設 事 業 所 

かりゆしぬ村ショートステイ・アンジェラ(指定短期

入所) 

かりゆしぬ村シルバーハウス・アンジェラ(住宅型有

料) 

管 理 者 氏 名 上原 翔悟（うえはら しょうご） 

 

３．事業目的 

社会福祉法人 松籟会 かりゆしぬ村デイサービス アンジェラ（以下「事業所」という。）

において実施する指定通所介護事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために

必要な事項を定め、事業の円滑な運営管理を図ることを目的とする。 

 

４．運営方針 

１ 指定通所介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目

指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の
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解消及び心身機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとす

る。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるも

のとする。 

３ 指定通所介護事業においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する目標

と計画によりサービスの提供に努めるものとする。 

４ 市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居

宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に

努めるものとする。 

５ 事業所は、利用者の人権擁護や虐待防止に必要な体制の整備を行うとともに、職員に対

し研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

６ 指定通所介護の提供にあたっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保

険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

７ 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、

居宅介護支援事業者や介護予防事業者等へ情報提供を行う。 

８ 介護保険法及び県市町村条例等の関連法令並びに所轄庁の通知等を遵守し事業を実施す

るものとする。 

 

５．提供するサービスの内容（介護内容） 

１ 事業所が提供する介護内容は、次の通りとする。 

（１）送迎：ご自宅（原則）から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。 

（２）健康チェック、服薬管理、健康相談：バイタルチェック（血圧、体温、脈拍測定）など

の他、服薬確認や健康相談など健康管理に関する支援を行います。 

（３）入浴（清拭を含む）：入浴、清拭、着替え介助を行い身体の清潔を保ち身体状況の確認

を行います。 

（４）排せつ介助：トイレ誘導や移乗介助等を行います。 

（５）昼食（普通食、きざみ食、ミキサー食、糖尿病食など）：個別の疾患や嚥下状態と栄養

管理を考慮した食事の提供を行います。ただし、利用者の治療食形態や嗜好により対応

できない場合はあります。 

（６）機能訓練指導：個別の心身機能や認知機能の状態を考慮した運動メニューと機会を提

供し、心身機能の維持・向上を支援します。 

（７）生活・介護相談：楽しかった事や不安事などの生活状況を把握し、安定した在宅生活

が安定して継続できるよう支援します。 

（８）グループ活動、レクリエーション：簡単な活動機会を提供し心身の安定を支援します。 

（９）季節行事、地域（世代間）交流等：他者や世代間交流を通して季節感を感じ認知機能の

維持を支援します。 
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６．営業時間・休業日等 

営 業 日 月曜日～土曜日 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時３０分 

サ ー ビス 提供 時 間 午前９時３０分～午後４時４５分 

定 休 日 日曜日、１月１日～１月３日、台風等自然災害日 

 

７．勤務体制及び職務内容（令和５年１１月１日現在） 

職務と員数 職 務 内 容 

①管理者 

兼務１名以上 

職員及び業務の実施状況の把握、その他業務の管理を一元的に行うととも

に、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の職員に対

し遵守すべき事項について指揮命令を行う 

②生活相談員 

常勤換算１名以上 

利用の申込みに係る調整、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・

援助等を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う 

③看護職員 

常勤換算１名以上 
利用者の健康状態の確認及び介護を行う 

④機能訓練指導員 

常勤換算１名以上 

利用者が日常生活を営む上で必要な身体機能の維持、向上を図るための

訓練指導及び助言を行う 

⑤介護職員 

常勤換算３名以上 
利用者の心身状態に応じて必要な介護を行う 

 

８．利用料等 

１ 利用したサービスの利用者負担金は、下記の「基本利用料」及び「加算・減算額」に介護

保険負担割合証に記載された負担割合（１～３割）を乗じた保険適用額に「その他（保険

外）の費用」を加えた額となります。 

  ただし、支払い方法が償還払いとなる場合は、保険適用額の全額（１０割）に「その他

（保険外）の費用」を加えてお支払い頂いた後に保険者（市町村等）の窓口で払い戻し申

請を行って頂きます。 

 

２ 「基本利用料」、「加算・減算額」、「その他（保険外）の費用」は次の通りです。 

（１）「基本利用料（保険適用）」※通所介護費（通常規模） 

 
３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ３７０円 ３８８円 ５７０円 ５８４円 ６５８円 

要介護２ ４２３円 ４４４円 ６７３円 ６８９円 ７７７円 

要介護３ ４７９円 ５０２円 ７７７円 ７９６円 ９００円 

要介護４ ５３３円 ５６０円 ８８０円 ９０１円 1,023円 

要介護５ ５８８円 ６１７円 ９８４円 1,008円 1,148円 
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（２）「加算・減算（保険適用）」※要件を致す場合、上記の「基本利用料」に加算・減算され

ます。 

①入浴介助加算      ・・・ １回利用あたり４０円 

②サービス提供体制加算  ・・・ １回利用あたり１８円 

③中重度者ケア      ・・・ １回利用あたり４５円 

④個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ・・・ 1回利用あたり７６円 

⑤処遇改善加算Ⅰ     ・・・ １月算定利用料に対し 1000分の５９に相当する額 

⑥介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

             ・・・ １月算定利用料に対し 1000分の１２に相当する額 

⑦介護職員等ベースアップ等支援加算 

             ・・・ １月算定利用料に対し 1000分の１１に相当する額 

⑧送迎減算        ・・・ 片道あたり４７円 

⑨同一建物減算      ・・・ １回利用あたり９４円 

※⑨はアンジェラ入居者のみ対象 

※⑧と⑨は同時算定（減算）しない。 

※上記（保険適用）の料金は、全て１割負担額です。利用者の「介護保険負担割合証」に基づ

き２～３割負担となります。 

 

（３）「その他の費用（保険適用外）」 

①食事料金      ・・・ １食あたり４５０円 

②日用品費・行事費等 ・・・ 実費 

※①は、普通、おかゆ、アチビー、きざみ、ミキサー、とろみ、糖尿、透析、減塩等の食事形

態が対象となります。ただし、利用者の治療食形態や嗜好により、実費負担又は対応できな

い場合があります。 

※②は、事業者で代用したオムツ等の費用や行事で必要な費用となります。 

 

３ 利用料は、次の方法でお支払いください。 

①口座振替 

②現金払い 

※①は手続きが必要です。 

※②は事前にご連絡の上、日時調整が必要となります。 

 

４ 領収書及びサービス提供証明書の再発行には、手数料が掛かります。 

 

９．苦情相談窓口 

１ サービス提供に関する苦情や相談は、次の窓口でお受けします。 

事業所窓口 
電話番号 ０９８０－５３－０１８３ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 
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担当者名 上原 翔悟（うえはら しょうご） 

※苦情は、面接、電話、メール、書面などの方法によりお受けします。 

 

２ 事業所で解決できない案件については、次の「苦情解決委員会」でご対応します。 

役割 役職名 氏名 

苦情受付 管理者 上原 翔悟 

苦情解決責任者 理事長 仲兼久 文政 

第三者委員 宇茂佐区長 宮城 良勝 

第三者委員 名護市民生・児童委員 我喜屋 節子 

第三者委員 宮里区福祉推進委員 喜屋武 京子 

※第三者委員に直接申し出ることもできます。 

 

３ 苦情解決委員会で解決できない案件については、次の機関に申し出ることができます。 

名護市役所介護長寿課 
電話 ０９８０－５３－１２１２ 

住所 名護市港１－１－１ 

沖縄県福祉サービス運営適正化委員会 
電話 ０９８－８６０－２８６６ 

住所 那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

沖縄県国民健康保険団体連合会 
電話 ０９８－８６３－２３２１ 

住所 那覇市西町３－１４－１８ 

 

１０．緊急時・事故発生時の対応 

１ 職員は、事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた

ときは、速やかに救急搬送等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。 

なお、必要に応じて主治医への連絡にも努めるものとする。 

２ 事業所は、事業における事件や事故等で利用者に怪我や被害が発生した場合は、速やか

に当該利用者に係る市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措

置を講ずるものとする。 

３ 事業所は、事件や事故等の状況及び措置の状況について詳しく記録するものとする。 

４ 事業所は、利用者に対し賠償すべき事件や事故等が発生した場合は、速やかに損害賠償

を行うものとする。 

 

１１．損害賠償責任 

１ サービスの提供に際し発生した損害は、双方の誠実な協議により双方が必要な損害賠償

責任（債務履行義務）を負います。 

２ 前項にかかわらず、故意過失の有無や程度、双方以外の第三者による損害又は自然災害

など不可抗力による損害の場合には、損害賠償責任を分担又は軽減若しくは無しにするこ

とができます。 

３ 事業者は、第１項を履行するため損害賠償保険に加入します。 
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１２．非常災害・感染症対策 

１ 事業所の非常災害・感染症対策は、次の通りとする。 

①大規模災害が発生した場合でも可能な限り事業を継続又は再開するための「ＢＣＰ（事業

継続）計画」を策定し、年２回以上の訓練を実施し、必要に応じて見直しを行うものとす

る。なお、年２回以上の訓練は、下記第（２）項の訓練に替えることができるものとする。 

②火災、地震、風水害等に備え、防火管理者を選任及び消防計画を策定するとともに、年２

回以上の訓練と消防設備等の点検を実施し、必要に応じて見直しや設備の改修を行うもの

とする。なお、防火管理者の選任については、同一建物内で別に防火管理者が専任されて

いる場合は、事業所内で専任しなくてもよいものとする。 

③感染症の予防や蔓延防止に備え、事業所及びサービスに使用する設備、備品並びに提供す

る飲食物の衛生的管理に努めるなどの必要な措置を講じるものとする。 

④前各項については、職員への周知を図るとともに、計画書の策定や訓練の実施に際しては、

必要に応じて専門機関や所轄庁の助言、指導を求めるものとする。 

⑤前各項の訓練の実施に際しては、地域住民の理解や参加が得られるよう周知と連携に努め

るものとする。 

 

１３．事業所等の利用に当たっての留意事項 

１ 事業所（送迎車内含む）等の利用に当たっての留意事項は次の通りとする。 

①事業所で飲酒しないこと。 

②喫煙は、指定した場所でのみで行うこと。 

③医薬品や飲食物を持込み、他者へ提供しないこと。 

④危険物を持ち込まないこと。 

⑤事業所の機器、設備は職員の許可なく使用しないこと。 

⑥無断で事業所の外にでないこと。 

⑦事業所や他の利用者に迷惑行為をしないこと。 

 

１４．守秘義務 

１ 事業者は、正当な理由がない限り、利用者及び家族等の個人情報を外部に漏らしません。

また、守秘義務は、事業廃止（退職）後も継続して義務を負います。 

２ 個人情報の使用については、事前に利用者又は家族等に説明し、同意を得たうえで使用

します。 

３ 前各項に係わらず、利用者又は家族等若しくは第三者の生命、財産を緊急に保護するこ

とを目的に、警察及び消防へ情報提供することがあります。 

４ 事業者は、前各号を遵守するため必要な研修等の措置を行います。 

 

１５．身体拘束の禁止 

１ 事前に説明し同意を得ずに、利用者の自由を制限するような身体拘束を行いません。た

だし、事前説明と同意を得る猶予がなく、緊急に利用者及び第三者の生命、財産を保護す
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る目的の場合はその限りではありません。なお、いかなる拘束も状況、方法、時間、経過な

どを記録し事後速やかに説明します。 

 

１６．虐待防止 

１ 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講

ずるものとする。 

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について

職員に周知徹底を図る。 

②虐待防止のための指針を整備する。 

③虐待防止のための定期的な研修を実施するとともに、適切な実施を図るため担当者を選任

する。 

 

１７．その他の運営に関する留意事項 

１ 事業所は職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるとともに、資質向上

のための研修機会を設けるなどの必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、利用者が安全、安心、快適、清潔に利用できる環境の整備に努めるものとす

る。 

３ 事業所は、事業に関する記録を整備し、提供した日から５年間保存するものとする。 

４ この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人松籟会と管理者の協議

に基づき定めるものとする。 

 

１８．第三者評価 

１ 事業者は、運営の適正化を目的として、第三者評価の受審に努める。 

 

１９．協力医療機関 

１ 協力医療機関は次の通りです。 

かじまやリゾートクリニック 
電話 ０９８０－５１－１１７９ 

住所 名護市宮里５１８－２ 

沖縄県県立北部病院 
電話 ０９８０－５２－２７１９ 

住所 名護市大中２－１２－３ 

北部地区医師会病院 
電話 ０９８０－５４－１１１１ 

住所 名護市宇茂佐１７１２－３ 

医療法人タピック宮里病院 
電話 ０９８０－５３－７７７１ 

住所 名護市宇茂佐１７６３－２ 

とよはら歯科医院 
電話 ０９８０－５５－３９０５ 

住所 名護市豊原１６９－１ 

メンタルクリニックやんばる 
電話 ０９８０－５２－４５５６ 

住所 名護市宇茂佐の森１－２－９ 
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 同意署名欄  

 

 

●同意・交付日 令和   年   月   日 

 

サービス開始にあたり、利用者又は家族等に対し、重要事項説明書の内容を説明し

同意を得て交付を行いました。 

 

●事業者名称： かりゆしぬ村デイサービス アンジェラ    

管理者名： 上原 翔悟  

郵便番号： 〒905-0006  

所 在 地： 沖縄県名護市宇茂佐１７０５番地１     

  事業所番号： ４７７０９００６９６  

 

●設置（契約）者名称： 社会福祉法人 松籟会 理事長 仲兼久 文政  ㊞   

郵便番号： 〒905-0006  

所 在 地： 沖縄県名護市宇茂佐１８７３番地の１        

 

 

私は、重要事項説明書の説明を受け、同意の上、署名捺印し交付を受けました。 

 

●利用者氏名：                          ㊞   

 

  住  所：                              

 

●家族等代筆者名： （続柄     ）              ㊞   

 

  住  所：                              

 


